
事務事業の概要・計画（PLAN）

3 款 1 項 13 目

□ 評価対象事業 ■ 評価対象外事業（事業の概要・結果のみ）

18

■

事業活動の内容・成果（DO）

29 30 30

事務事業評価（CHECK)

32 年度 33

主な実施主体 直接実施
実施形態（補助金・指定管
理料・委託料等の記載欄）

5,059 5,059 5,059 5,059

年度 34 年度 35 年度 5年間の合計

自己判定
(担当責任

者)
事業の成果 制度の範囲内で適正に補装具の支給ができるよう、関係機関とも連携し対応した。

一次判定 事業の
方向性

■ 事業継続と判断する。

判断の理由 法に基づき実施する事業であり、制度運営のため継続していく必要がある。□ 事業縮小と判断する

□ 事業廃止と判断する

向こう５年間の直接事業費の推移
（千円）

31 年度

5,059 25,295

8,000

1人工当たりの人件費単価 8,017 7,982 7,982

※　直接事業費＋人件費

0.23職員の人工（にんく）数 0.23 0.23

6,033 7,852

地 方 債 0 0 0 0

1,516 225 0 0 1,548

0 0

一 般 財 源 1,056

0

60 29 47
財
源
内
訳

国 庫 支 出 金 2,089 3,000 450 0 0 3,077

県 支 出 金 1,044 1,500 225 0 0 1,539

そ の 他 0 0 0

年度実績

直   接   事   業   費 4,189 6,016 900 0 0 6,164

支給延べ件数

決算額 項       目 単位 年度実績 年度予定 9月末の実績項           目 前年度決算 当初予算額 補正予算額 継続費その他 翌年度繰越

件 58

事業の内容
（整備内容）

申請があった場合、当該障がい者が補装具の購入又は修理を必要であると認めたと
きは、補装具の購入又は修理に要した費用について、その１００分の９０に相当す
る額を支給する。

評価事業としない
こととした理由

本事業は法律により支給が決められた費用の支出であり、市の裁量の余地がないた
め。

事 業 費 及 び 財 源 内 訳 （ 千 円 ） 事 業 活 動 の 実 績 （ 活 動 指 標 ）

総合計画における
本事業の役割

誰もが安心して自分らしく暮らせるために、経済的支援を行なう。

事業の対象 身体障害者手帳の交付を受けた者で、補装具の支給を受けることにより、身体機能
を獲得し又は補うことが可能な者。

事業の目的 車いす、座位保持装置等の補装具を支給することにより、障がい者等の日常生活等
の能率の向上を図ることを目的とする。

健康福祉都市の創造
【終了】

平成 年度(予定)

心の通った社会福祉の推進 設定なし

事業評価の有無 担当責任者名 大山眞理

法令根拠等 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

実 施 期 間

【開始】 平成 年度

総合計画での
位置付け

一般会計 担当課 福祉課

予算科目 事業番号 6090 所属長名 泉一人

平成 30 年度　事務事業評価シート

事務事業名 補装具費支給事業
会計名称



今後の方向性（ACTION）

事業の方向性 コメント欄

□

指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進
に努め、今年度の事務事業評価シートに
反映させること。□

一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。

□

一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

さらに重点化する。

■ 現状のまま継続する。

□ 右記の点を見直しの上、継続する。

□ 事業の縮小を行う。

□ 事業の休止、廃止を行う。

行政評価委員会の答申
外  部  評  価

答申の内容

⇒

□ 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。

二次判定

■ 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。

□ 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

□ 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

経営者会議
の最終判断


